
05年 11月 04日■山本美保さんと山形遺体の同一性について根拠明かせず-警察庁 
 
 去る 10月 26日、衆議院決算行政監視委員会で自民党の赤池誠章議員が山本美保さんの
件について質問しました。赤池議員は救う会山梨で事務局長をつとめ、山本美保さんのこ
とについても熱心に取り組んでこられた方です。今回初当選で、この質問が初質問でした。 
 
 委員会で赤池議員は「失踪した山本美保さんはＤＮＡ鑑定から山形の御遺体であるとい
うふうに警察の方では御判断なさっているということですが、以上指摘したいわゆるＤＮ
Ａ鑑定以外の矛盾点、それをどのような形で御説明をなさるのか、警察庁の御見解をお伺
いしたいと思います」と質問しました。 
 
 これに対して政府参考人として答弁に立った小林武仁警察庁警備局長は次のように発言
しています。 
 
 「御指摘の方については、昭和五十九年六月四日に、山梨県甲府市の自宅から図書館に
行くと言われましてバイクで外出され、四日後の六月八日に、新潟県柏崎市の海岸で同人
のバッグ等が拾得されました。そのまま行方不明となったものであります。 
 
  失踪から約十カ月後の昭和六十年四月十五日に山梨県甲府警察署に、また平成十四年十
月二十一日同署に北朝鮮による拉致ではないかという、二回にわたる家出人の捜索願があ
ったものであります。 
 
  さらに、平成十六年一月二十九日には、山梨県警察に対して、同人を被害者とする国外
移送目的略取誘拐罪、刑法第二百二十六条を内容とする告発状が提出されたものでありま
して、現在も山梨県警察において捜査を進めております。 
 
  御指摘の四点の件については後ほど申し上げたいと思いますが、ＤＮＡ鑑定というもの
は、平成十四年十月二十一日に家出人捜索願を受けた後、山梨県警から関係県警察に照会
いたしました。その際に、山形県警察におきまして、同人との関連性を排除できない身元
不明死体の骨髄の一部が現存していたということが判明したわけであります。そこで、平
成十五年四月に、同人の御家族及び関係者に対しＤＮＡ鑑定の必要性を説明したところ、
これに同意する旨の意思表示がなされました。そこで同人の御親族から血液の提供を受け



まして、警察庁科学警察研究所及び名古屋大学大学院の医学系研究科においてＤＮＡ鑑定
をしたところ、その御遺体が山本美保さんであることが明らかになったものであります。 
 
  委員御指摘の歯型の問題とか遺体の状態は、私どもが承知しているところは、その当時
非常に状態が悪かったということでございまして、歯型の照会をするには至らなかった、
また、遺体等に付着していた衣類等によってそれを照合することができなかった、こう承
知しております」 
 
 これは非常に興味深い答弁です。「遺体の状態が悪かったので歯形や衣服の状態が悪かっ
たので照合することができなかった」という小林警備局長の答弁は嘘だからです。 
 
 家族も見ている山形の身元不明遺体（以下「Ｙ」）の調書では 13 本（上顎 3 本、下顎
10本）が抜落ちていたと書かれており、残った歯の治療痕についても記載されていました。
着衣の写真も残っていました。サイズも書かれており、照合できないはずはありません。 
 
 また、昭和 59 年 6 月 9 日に家族は新潟県警に捜索願を出しています。山形県警から全
国の警察署にＹの情報を流したのは昭和 59 年 7 月です。Ｙが美保さんならすぐに明らか
になっているはずです。また家族は翌年（昭和 60年）3月 25～29日に再度柏崎に行き警
察にも訪れています。山梨県警に捜索願を提出したのはその翌月です。同年 7月 3日には
県警防犯課から「美保さんに関して依然、情報無し。本人と思われる該当者もない」と連
絡が届いています。 
 
 そもそも、美保さんのお父さん（故人）は山梨県警に勤務していた人です。このような
手続きに手落ちがあるとは考えられません。もちろん、失踪した娘さんが身元不明遺体で
発見されたということであれば耐えられない辛さでしょうが、それ以上に、その遺体が娘
であったなら放置しておけるはずがなく、実際その後もお父さんは身元不明遺体の情報が
入るとそれを確認しています。 
 
 この小林警備局長の答弁でもそうですが警察の不思議なのはＤＮＡ鑑定の結果に自信を
持っているなら（実際答弁の中でも「御遺体が山本美保さんであることが明らかになった」
と断定しています）、なぜこんな見え透いた嘘をつくのだろうということです。間違いない
と思っているなら、当然着衣のサイズの違いや、当時照合して分からなかったことの矛盾



を説明できるはずですが、警備局長の答弁を見てもこの点に来ると急に黙ってしまいます。 
 
 小林警備局長の答弁では来年度から警察庁に「拉致問題対策官」をおく方向とのことで
すが、この職に任ぜられた人はまず、山本美保さんのことに関する疑惑を解いてもらいた
いものです。そうしないと拉致問題にかかわる警察の対応全体に不信感を持たざるをえな
くなってしまうからです。 
 
 なお、この議事録は下記のところで閲覧できます。 
 
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0058/main.html 
 
 また、山本美保さんの事件については次のホームページをご覧下さい。 
 
http://homepage3.nifty.com/KOFUHIGASHI-3/ 


